
 

 

 

満６５歳以上の方    
 

① 標茶町立病院で接種する場合（６５歳以上の方） 

  

 

 

② 標茶町立病院以外の医療機関で接種する場合（65歳以上の方） 
  接種前に必ず健康推進係に申し込みをしてください。申し込み後、必要な書類（予診票等）を送付し

ますので、１週間前までにはお申込みください。 

申し込み先 ワクチン専用回線（☎ 48６-７３８３） 

申込期間 令和６年１月１９日（金）まで 

接種費用 1,000円 （生活保護または町民税非課税世帯の方は無料） 

注意事項 
・健康推進係に申し込みをせずに、直接医療機関を受診し接種した場合は、全額自己負担になりますの

で、ご注意ください。 

・医療機関によっては予約が必要です。ご自身で接種する医療機関にご確認ください。 

・町外の医療機関では新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種はできません。 
 

※６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓又は呼吸器の機能の低下、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能低下のため、日常生活がほとんど不可能な程度

の障害を有する方も上記の対象になります。詳細はワクチン専用回線（☎４８６－７３８３）へお問い合わせください。 

 

 

         ✾ ✾ ✾ 裏 面 も あ り ま す ✾ ✾ ✾             

申し込み先 
ワクチン専用回線（☎ 48６-７３８３） 
＊他の電話ではお受けできません。また、申し込み開始直後は混雑が予想され、つながらない場合がありますが、 

ご了承ください。 

申し込み 

期間 

☆  ７５歳以上の方（Ｒ5.10.1時点） ・・・ １０月２日（月） ８：４５から受付開始 

☆  ６５歳～７４歳の方       ・・・ １０月５日（木） ８：４５から受付開始 
＊令和６年１月１９日（金）まで申し込みを受け付けますが、ご希望の方はお早めに申し込みください。 

接種費用 1,000円 （生活保護または町民税非課税世帯の方は無料） 
＊無料対象の方は申込時にお知らせください。 

 

接種期間 

 

令和５年１０月１６日（月） ～ 令和６年１月３１日（水） 
       ＊個別接種は定期受診の方を優先いたしますが、枠に限りがあります。 

インフルエンザ予防接種集団接種 

接 種 日：１０月１５日（日）、１０月１７日（火）、１０月２６日（木）、 

１１月１６日（木）、１１月１９日（日）、１１月２１日（火）、 

１２月１９日（火）、１２月２１日（木）＊調整中のため変更の場合もあります。 
受付時間：日曜日 ８：４５～１１：００ 平日１４：４５～16：００ 

接種会場：標茶町立病院   

 インフルエンザ・新型コロナワクチンの同時接種 

接 種 日：１０月１５日（日）、１１月１９日（日） 
受付時間：８：４５～１１：００ 

接種会場：ふれあい交流センター 
＊同時接種は高校生以上が対象です。新型コロナワクチンのみの接種はできません。 

 

令和５年度 



  

６５歳未満の方 
      

  

標茶町立病院で接種する場合は、直接町立病院（電話 ４８５－２１３５ 受付時間 ８時４５分～１７時）に 

お申し込みください。料金は 3,300円です。申込期間は令和５年１０月５日（木）～令和６年１月１９日（金）です。 

 

 
 

幼児、小学生、中学生、高校生、平成１４年４月１日生まれまでの大学生等 
 

 

 

医療機関 標茶町立病院 標茶町立病院以外の医療機関 

申し込み 標茶町立病院（☎ ４８５－２１３５） 

直接医療機関へお問い合わせの上、 

接種してください。 

申込期間 
令和５年１０月５日（木） 

 ～ 令和６年１月１９日（金） 

接種期間 

＜高校生・大学生等（内科）＞ 

 令和５年１０月１６日（月）  

～ 令和６年１月３１日（水） 

＜中学生以下（小児科）＞ 

 令和５年１０月２４日（火） 

          ～ 令和６年１月３０日（火） 
 ＊年内の接種をおすすめします。 

接種費用 

の助成 

＜幼児～高校生＞ 

１回につき 1,000 円 
・ 生活保護または町民税非課税世帯の方は無料 

になります。事前に無料接種券の申請を行っ 

てください。 

＜幼児～大学生等＞ 

・一旦全額支払っていただき、必要回数のワクチン接

種が終了次第、接種費用の助成手続きをすると、 

１回につき 1,000円を超えた額が助成されます。 

 生活保護または町民税非課税世帯は全額負担され

ます。 

《申請時に必要なもの》 

 ・領収証  

・口座番号がわかるもの 

 ・（大学生等の方のみ）学生証または在学証明書（写

し可） 
＊ 今年度住民課年金保険係で「子育て支援医療費等還元

事業」の手続きを済ませている方は、申請時にお申し

出ください。 

 

＜大学生等の方＞ 

 町立病院で接種する場合は、一旦全額（3,300 円）

を支払っていただき、ワクチン接種後に接種費用助

成の手続きを行ってください。 

 ＊申請時に必要なものは右記をご覧ください。 

助成の 

申請窓口 

 ・保健福祉課健康推進係（ふれあい交流センター内） ・役場保健福祉課児童福祉係 ・各公民館  

※大学生等が含まれる接種費用助成の手続きはふれあい交流センターのみで受け付けます。  

助成の 

申請期間 
接種終了後～令和６年３月２９日（金） 

接種回数 接種日において１３歳未満は２回、１３歳以上は１回 

   

 

 お問い合わせ先  

  標茶町ふれあい交流センター内 保健福祉課健康推進係  

電   話  ０１５－４８６－７３８３（ワクチン専用回線） 

開庁時間  ８時４５分～１７時３０分 


